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付
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衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
「
事
業
仕
分
け
」
の
政
府
部
内
に
お
け
る
位
置
づ
け
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

行
政
刷
新
会
議
は
、
国
の
予
算
、
制
度
そ
の
他
国
の
行
政
全
般
の
在
り
方
の
刷
新
等
に
関
し
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を

図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
資
す
る
た
め
に
開
催
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
刷
新
会

議
が
取
り
ま
と
め
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
政
府
と
し
て
の
施
策
は
、
政
府
内
の
調
整
を
経
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。

行
政
刷
新
会
議
に
お
い
て
昨
年
十
一
月
に
実
施
し
た
事
業
仕
分
け
（
以
下
「
事
業
仕
分
け
第
一
弾
」
と
い
う
。
）
の
評
価

結
果
に
つ
い
て
は
、
「
予
算
編
成
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
評
価
結
果

を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
編
成
に
お
い
て
、
内
閣
の
責
任
で
歳
出
を
大
胆
に
見
直
す
」
等
と
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
反
映
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
行
政
刷
新
会
議
に
お
い
て
本
年
四
月
及
び
五
月
に
実
施
し
た
事
業
仕
分
け
（
以
下
「
事
業
仕
分
け
第
二
弾
」
と
い

う
。
）
の
評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
当
た
り
、
「
平
成
二
十
三
年
度
予
算

一



の
概
算
要
求
組
替
え
基
準
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
七
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
各
大
臣
は
、
「
事
業
仕

分
け
、
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
等
の
結
果
の
適
切
な
反
映
」
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
各
府
省
に
お
い
て

平
成
二
十
三
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
反
映
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
九
六
事
業
」
及
び
「
一
一
二
事
業
」
は
、
行
政
刷
新
会
議
に
お
い
て
、
事
業
仕
分
け
第
一
弾
、
事
業
仕
分
け

第
二
弾
又
は
各
府
省
が
実
施
し
た
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
（
以
下
「
事
業
仕
分
け
等
」
と
い
う
。
）
の
評
価
結
果
等
の
平
成
二

十
三
年
度
予
算
の
概
算
要
求
等
へ
の
反
映
が
不
十
分
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
事
業
で
あ
る
が
、
事
業
仕
分
け
等
で
取
り
上
げ

た
事
業
の
大
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
評
価
結
果
等
が
平
成
二
十
三
年
度
予
算
の
概
算
要
求
等
に
的
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る

と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
九
六
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
、
広
く
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任

を
果
た
し
つ
つ
、
行
政
刷
新
会
議
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
適
切
な
対
応
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

二



御
指
摘
の
「
一
一
二
事
業
」
に
係
る
事
業
仕
分
け
の
評
価
結
果
に
関
す
る
具
体
的
な
対
応
に
つ
い
て
は
、
行
政
刷
新
会
議

に
お
け
る
審
議
や
政
府
内
の
調
整
を
経
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

七
の
�
に
つ
い
て

行
政
刷
新
会
議
に
お
い
て
本
年
十
月
に
実
施
し
た
事
業
仕
分
け
（
以
下
「
事
業
仕
分
け
第
三
弾
前
半
」
と
い
う
。
）
は
、

特
別
会
計
で
行
わ
れ
て
い
る
事
業
等
に
つ
い
て
、
事
業
の
効
率
性
等
の
観
点
か
ら
検
証
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
今
国
会
に
提
出
し
た
第
一
次
補
正
予
算
は
、
「
円
高
・
デ
フ
レ
対
応
の
た
め
の
緊
急
総
合
経
済
対
策
」
（
平
成
二

十
二
年
十
月
八
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
「
新
成
長
戦
略
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
閣
議
決
定
）
の
実
現
や
地
域

経
済
の
活
性
化
等
に
必
要
な
経
費
を
計
上
し
た
も
の
で
あ
り
、
必
要
な
社
会
資
本
整
備
等
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
効
率
性
等

を
確
保
し
つ
つ
、
戦
略
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
両
者
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
て
い
る
。

七
の
�
に
つ
い
て

公
共
事
業
を
含
め
、
特
別
会
計
で
行
わ
れ
て
い
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
仕
分
け
第
三
弾
前
半
の
評
価
結
果
も
踏
ま
え

て
歳
出
の
見
直
し
を
行
い
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
編
成
の
過
程
に
お
い
て
、
内
閣
が
一
体
と
な
っ
て
必
要
な
結
論
を
得
る

三



こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四


